
農薬等  

（ポジティブリス  

～農薬等の残留基準を規制するしくみが変わります～  
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Ⅰ残留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト制度）の概要   

平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料漂カロ物及び動  

物用医薬品（農薬等）について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等  

を原則禁止するという新しい制度（ポジティブリスト制度）が本年5月29日から施  

行されます。   

従前の食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検  

出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでしたっ   

残留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト制度）では、原則、すべての  

農薬等について、残留基準（一律基準を含む）を設定し、基準を超えて食品中に残  

留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととしたものです。   

この制度の導入により、例えば、残留基準が設定されていない無登録農薬が、一  

律基準を超えて食品に残留していることが明らかになった場合など、従前では規制  

ができなかった事例についても、規制の対象となります。  

一服：こ  

・ネガティブリスト 原則規制がない状態で、規制す   

るbのをリスト化するもの  

・ポジティブリスト 原則規制（禁止）された状態で   

使用、残留を認めるものについてリスト化するもの   

PoinI  

残留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト  

制度）においては、使用、残留等で認められるものに  

ついて、残留基準を設定（右下図 左側）し、それ以  

夕†のものについては、原則【律寺準（右下図 中央）  

を適用することとしています。  

Poin†  
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食品中に残留する農薬等の新しい制度（ポジティブリスト制度）  
（改正食品衛生法舞11莱関係（平成17年11月29日付けで関係告示を公布））  

【新制度への移行前】（平成17年11月；！9日時点）  

「   
農薬、飼料添カロ物及び動物用医薬品   

‾‾…‥‥●－……∵                            儀  

」車高十サイバ封′・ ．◆11  

リ、 ↓1，1 1卜）1（rJ  

い」LJ〕症立 や古城車  

J 

右（ 

250罠芽、33軸物用医薬品  

ノ’弓に姥舘眉準を設定   

◆  
残錆隼華を挺えて農薬等が残笛  

する投掃－の販売等を禁l［  

【ポジティブリスト制度への移行後】‥‥‥平成18年5月29日施行  

農薬、飼料添カロ物及び動物用医薬品  

トエ【jしr‥．t」に1弓 ノ：）入りけ   
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人の1勘乗車損な  

う才｝そ寸いエない  

ことが一項らけて し  

あ言）モル「1メゝ？た′i、 

1  
ポジティブ  

リスト制度  

の対象外  
●  

1仁㌧丹十  
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†－（し、 

ノ、、の俳枕キ眉なうおそれ  

のなし、※として庁↑与川！  

九千かこ 言1拉を／こユ「  

一定量  

l  

i   を  

超えて残留する  

食品の販売等を  

禁止  

●  

て｝i㍗雪上7」し侍Lリ情ノLl】1ナ†1／1トく  

ノil右ノ′」ミノi17i．1宰，ノ‥ノ川舶」ユfて  

◆  
残留基準を超えて農  

薬等が残留する食品  

の販売等を禁止  
●  

●  

農薬等の残留基準へ   

（4ページ）   

●  

一律基準へ  

（6ページ）  

●  

対象外物質へ  
（8ページ）   
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Ⅱ農薬等の残留基準について   

これまで食品衛生法で残留基準が設定されている農薬等は283品目（平成17年  

11月28日現在）で、国内外で使用される多くの農薬等に残留基準が設定されてJl  

ませんでした。   

残留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト制度）の導入にあたり、国民  

の健康保護と制度の円滑な施行の観点から、科学的な評価により設定される国際唇  

準等を参考に、国際的に広く使用されている農薬等に新たに残留基準を設定しました。   

その結果、これまでに残留基準のあるものも含め799農薬等に残留基準が設定さ  

れまし7こ。   

残留基準決定の際の考え方は下図のとおりですが、これまでに設定されている残  

留基準については、改正を行っていません。なお、国内で使用される農薬等につい  

ては、使用方法等を守り適正に使用していれば、残留基準を超える心配はありません⊃  

今回新たに残留基準を設定した際に用いた基本フロー  

農薬、動物用医薬品及び飼料添カロ物   

コーデックス基準なし  コーデックス基準あり  

J∵J  
国内登録あり国内登録なし  国内登録あり  国内登録なし   「   「⊥「  

列国基準夕†国基準  

▼  ▼  

夕†国基準  
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1  

列国基準   

なし   
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新たな基準に適合しているかどうか、残留農薬の検査が必要でしょうか。  

殊留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト制度）は、食品中の農薬等の  

検査や検査結果の提出を義務づけるものではありません。食品に残留する農薬等に  

つし、lては、農畜水産物の生産段階において適正な使用や管理を行うことが重要であり、  

食品等事業者の方々においては、これまでと同様、使用する原材料の生産段階にお  

ける農薬等に関する情報の収集に努め、適切に哲理されたものを使用することが重  

要です。   

使用できる農薬の種類や農薬の使い方は変わりますか。  

残留農薬等に関する新しい制度（ポジテノブリスト制度）の施行後も、これまで  

どおり、農薬使用基準（農薬のラベルに表示されている使用方法）を守って農薬を  

使用］すれば、その農薬の対象作物については、残留農薬墓準を超えることはありま  

せん。   

ただしノ、隣接する農作物への飛散（ドリフト）をできるだけ少なくするよう、心  

がけることが必要となりますr〕   

新たな基準への経過措置はおかれているのでしょうか。  

力【］工食品については、平成18年5月28巨］までに消費者の方への販売に供する形  

態まで製造・カロ工された食品については、残留農薬等に関する新しい制度（ポジテ  

ィブリスト制度）の施行後も従前の塁準に適合していればよいとしています。詳し  

くは「ポジティブリスト制度の経過措置について」（9ページ）をお読みください。  

ロb   



Ⅱ一律基準について  

一律基準とは  

残留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト制度）においては、残留基準  

が定められている農薬等はその基準に従いますが、残留星準が定められていない農  

薬等については、食品衛生法に墨っき「人の健康を損なうおそれのない墨」を定め、  

規制することとされています。これが、いわゆる「一律基準」です。残留基準が定  

められていない農薬等がこの「一一律星準」を超えて残留する食品はその販売等が規  

制されることとなります。   

一律基準は、これまで国際評価機関や国内で評価された農薬等の許容量等と国民  

の食品摂取量に墨っき専門家の検討を行い、0．01ppm（食品1kgあたり農薬等が  

0．01mg含まれる濃度）と設定しました。  

一律基準が適用される場合  

一律基準が適用される場合は異体的には次の2つの場合があります。   

（1）いずれの食品にも残留基準が設定されていない農薬等が食品に残留する場合い   

（2）一部の食品には残留基準が設定されている農薬等が、残留基準が設定され  

ていない食品に残留する場合。  

06   



一律基準をゼロと設定しなかったのはどうしてですか。  

残留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト制度）の導入にあたり、仮に  

残留室準の定められていない農薬等の残留を一切認めない（いわゆるセロ規制）と  

すると、ヒトの健康を損なうおそれのない微呈の農薬等の残留が認められたことを  

もって違反食品と取り扱われることとなるなど不必要に食品等の流通が女方げられる  

ことが想定されました。このため、農薬等の許容摂取量及び食品摂取量から「人の  

健康を損なうおそれのない量」として0．01［Pmと設定しましたし  

加工食品も対象になるのですか。  

残留農薬等に関する新しい制度（ポジティブl」スト制度）の導入により、個別の  

基準が設定された場合を除き、すべての食品が原則¶律基準の対象となるため、カロ  

工食品についても個別の塁準が設定されていない場合、原則として一律基準が適用  

されることとなりますし、しかし、この場合でも、カロ工食品の原材料の残留値が基準  

に適合していれば、加工食品での農薬等の残留値によらず、その食品は食品夫新吉に  

適合するものとして取り扱うこととしています  

国や都道府県が行う農薬等の検査はどのようになりますか。  

食品衛生法に基づく農産物の残留農薬検歪については、国内に流通する食品は都  

道席二県等が、輸入時は国の検疫所において、年度毎に監視指導計画を定め検査を実  

施しています「   

匡＝勾lこ流通する食品の残留農薬検査については、製造、カロ工施設への立入検査時  

や市場等の流通拠点において収去する等、効率的に監視指導計画において定めた予  

定数の検査を実施しています。〕   

輸入食品については、輸入日割こ行う検査について年間計画に宴づき効率的、効果  

的に検査を実施しており、複数の違反が確認される場合などには、輸入の都度、検  

査を行うこととなります∵  
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Ⅳ対象外物質について  

対象外物質について  

農畜水産物の生産矧こ農薬等として使用される物質は種々あります。このため、  

農薬等として使用されたものが食品に残留した場合であっても、その食品を摂取す  

ることによって人の健康を損なうおそれがないことが明らかなものについては、残  

留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト制度）の規制の対象とすることrま  

適切ではないとの観点から、本制度の対象としない物質に関する規定を設け、65物  

質を指定しました。  

対象外物質（65物質）  

1亜鉛   

2アサジラクチン   

3アスコルビン酸   

4アスタキサンテン   

5アスパラギン   

6β▼アポ¶8’・－・力ロテン酸エチルエステル   

7 フフラニン  

8 アリシン   

9アルギニン  

10 アンモニウム  

11硫黄  

12イノシトール  

13塩素  

14オレイン酸  

15 カリウム   

16 カルシウム   

17カルシフエロール  

18β【力ロテン  

19ク工ン醒  

20グ」シン  

21クルタ三ン  

22クロレラ抽出物  

23ケイ素  

24ケイソウ土  

25ケイ度アルデヒド  

26コハラミン   

27 コL」ン  

28シイタケ菌糸休抽出物  

29重曹  

30酒石酸  

31セリン   

32 セレン  

33ソルビン酸  

34チア三ン   

35 テロシン  

36鉄  

37銅  

38トウカラシ色素  

39トコフェロ一ル  

40ナイアシン   

41ニームオイル  

42乳醒  

43尿素  

44パラフィン  

45 バリウム  

46ノロ」ン  

47パントテン酸  

48 ビオテン  

49 ヒスチジン  

50ヒドロキシブロピルテンプン  

51ビ」ドキシン  

52プロピレンクリコール  

53マクネシウム  

54マシン油  

55マリーコ【ルド色素  

56ミネラルオイル   

57 メチオニン  

58メナジオン  

59菓醒  

60ヨウ素  

61リボプラビン  

62 レシチン   

63 レテノル   

64［コイシン   

65 ワックス   



Ⅴ経過措置について  

残留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト制度）の経過措置について   

残留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト制度）は、平成18年5月29  

日わ、ら施行されますが、新たに設定された一一律基準や残留星準の適用にあたり、平  

成1〔∋年と∃月28日までに製造・カロ工された怠品については、従前の基準を適用する  

こととしています。ここでいう製造・加工の工程には、食品を容器に入れたり、ま  

たは包装したりすること りてッケージンク）も含まれますし）生鮮食品、カロ工食品の  

別に経過措置の適用をまとめると、以下のとおりとなります。  

く生鮮食品ニ＞   

経過措置の適用の対象にはなりません。〕平成18年5月29日以降に流通する生   

鮮食品については、残留農薬等に関する新しい制度（ポジティブリスト制度）に   

よる規制が適用されます 

国産品、輸入品を問わず、製造または力l］工が終了した時点（一般消費者への販  

売に供する形態になった時点）をみて、経過措置の対象となるか否かを決定します。   

● 平成18年5月28日までに製造・カロ工が終了した製品は、従前の制度による  

規制を適用。   

● 平成18年5月29日以降に製造・加二亡が終了した製品は、残留農薬等に関す  

る新しい制度（ポジティブリスト制度）による規制を適用  
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参 考  

食品衛生法（昭和22年12月24日法律第233号）一抜粋－  

食品衛生法第11条第1項   

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生苗議会の意見を聴いて、販売  

の用に供する食品若しくは漂カロ物の製造、カロ工、使用、調理若しくは保存の方法につき  

基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添カロ物の成分につき規格を定めること  

ができる。  

食品衛生法第11条第3項   

農薬（農薬取締法（昭和二十≡年法律第ハ十二号）第一条の二第一頂に規定する農薬  

をいう。次条において同じ。）、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭  

和二十ハ年法律第三十五胃）第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に  

供することを目的として飼料（同条第二頂に規定する飼料をいう。）に添加、混和、浸  

潤その他の方法によって用いられる物及び薬事法第二条第¶頂に規定する医薬品であつ  

て動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質（その物賀が  

化学的に変化して生成した物賀を含み、  

）が、  

を超えて残留  

する食品は、これを販売の矧こ供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、  

保存し、又は販売してはならない。   

ただし、当該物質の当該食品に残留する墨の限度について  

関係告示  

雄 平成17年厚生労働省告示第497号   

法第11条第3項に規定する「人の健康を損なうおそれのない宣として厚生労働大臣が薬事・1宣品衛生審   

議会の意見を聴いて定める墨」を0．01ppl¶とすること。  

② 平成17年厚生労働省告示第498胃   

法第11条第3項に規定する「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労慨大   

臣が定める物質」として65物質を指定すること。  

③ 平成17年厚生労働省告示第499号  

法第11条第1項の規定に基づき、同頂の食品の成分に係る規桔として、758の農薬等に閲し食肯に残   

留する墨の限度を設定し、食品、深カロ物等の規桔基準（昭和34年厚生省告示第370弓）第1食品の吉5A   

食品の成分規格の各項について所要の改正を行うこと。  
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ポジティブリスト制度についての情報  

制度に関する情報は以下のホームペーージから入手可能です  

○厚生労働省ホームページ  

http：／／www，mhlw．go．jp／topICS／bukyoku／iyaku／syoku－anZen／zanryu2／index・  

このホームページでは、ポジティブリスト制度の詳細や英文情幸臥 ま  

ご参考としてください。   た、各農薬等の基準値を掲載していますので、   




